
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通話録音機器 

申込方法 

所定の申請書（このチラシの右面にあり。市のホームページから印

刷可）を生活安全課くらし安心係へ提出（郵送可）。 

設置にあたっての注意 

 貸出期間は１年間（延長可）。 

ご自身又はご家族での設置をお願いしており

ます。※設置が困難な場合はご相談ください。 

長寿いきがい課の「緊急通報システム」と   

併用は出来ない機器となります。 

お問い合わせ・申込先 

三郷市役所（２階） 

生活安全課 くらし安心係 

☎０４８（９３０）７７２４ 

〒３４１-８５０１ 

三郷市花和田６４８-１ 

① 電話着信時に警告メッセージ＊が 

相手に流れます。 

②通話を自動的に録音します。 

対  象 

６５歳以上の高齢者のみの世帯 
（日中高齢者のみとなる世帯も含みます） 

出 貸

し 

 

無 料 

  

＊警告メッセージ 

「この電話は、振り込め詐欺等の犯罪被害防止のため、会話内容が自動

録音されます。これから呼び出しますので、このままお待ちください。」 


